
平
成
二
十
一
年
二
月
四
日
提
出

質

問

第

八

八

号

北
方
領
土
の
管
轄
権
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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北
方
領
土
の
管
轄
権
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
八
年
九
月
六
日
付
北
海
道
新
聞
朝
刊
に
「
日
本
政
府
の
人
道
支
援
で
医
療
施
設
を
建
設
す
る
た
め
に
、
北
方
領
土
の
択

捉
島
を
訪
れ
て
い
た
外
務
省
担
当
官
が
、
日
本
人
作
業
員
ら
に
現
地
漁
業
管
理
局
発
行
の
釣
り
の
許
可
証
の
取
得
を
あ
っ
せ
ん

し
て
い
た
こ
と
が
五
日
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
ク
リ
ー
ル
地
区
漁
業
管
理
局
の
ロ
パ
ー
チ
ン
局
長
に
よ
る
と
、
外
務

事
務
官
は
地
区
行
政
府
を
通
じ
、
『
作
業
員
が
釣
り
を
し
た
が
っ
て
い
る
。
便
宜
を
図
っ
て
ほ
し
い
』
と
依
頼
。
カ
ラ
フ
ト
マ

ス
は
解
禁
前
だ
っ
た
が
、
同
管
理
局
は
特
例
と
し
て
有
料
で
許
可
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を
受
け
た
作
業
員
十
二
人
が
紗
那
（
ク

リ
ー
リ
ス
ク
）
の
建
設
現
場
近
く
の
川
で
釣
っ
た
。
」
と
の
記
事
が
、
山
田
記
者
の
署
名
入
り
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
の
記

事
（
以
下
、
「
道
新
記
事
」
と
い
う
。
）
と
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
五
三
号
）
並
び
に
「
政
府
答
弁
書

二
」
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
四
四
号
）
、
「
政
府
答
弁
書
三
」
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
六
五
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
道
新
記
事
」
に
あ
る
、
北
方
領
土
人
道
支
援
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
医
療
施
設
建
設
で
当
時
択
捉
島
を
訪
問
し
て
い

た
外
務
省
職
員
（
以
下
、
「
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
現
在
も
在
職
し
て
い
る
か
。
し
て
い
る
の
な
ら
、
現
在
の
官
職
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
職
員
」
が
択
捉
島
を
訪
問
し
て
い
た
際
、
医
療
施
設
建
設
に
従
事
し
て
い
た
作
業
員
が
釣
り
を
し
た
が
っ
て
い
る
と
し

一



て
、
現
地
の
地
区
行
政
府
に
許
可
証
（
以
下
、
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
の
発
行
を
求
め
た
事
実
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い

て
、
外
務
省
は
「
政
府
答
弁
書
一
」
及
び
「
政
府
答
弁
書
二
」
、
「
政
府
答
弁
書
三
」
で
「
職
員
」
が
「
許
可
証
」
の
発
行

を
求
め
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
「
質
問
主
意

書
の
提
出
を
受
け
て
外
務
省
に
お
い
て
行
っ
た
調
査
に
基
づ
き
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
四
島
に
対
す
る
管
轄

権
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
内
閣
衆
質
一
六
三
第
五
三
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
、
「
職
員
」
に
対
し
て
調
査
（
以
下
、
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
し
た

旨
答
弁
し
て
い
る
。
「
調
査
」
の
際
に
「
職
員
」
が
能
動
的
に
「
許
可
証
」
の
発
行
、
ま
た
は
釣
り
の
許
可
を
求
め
た
と
い

う
事
実
は
な
い
の
か
、
「
職
員
」
に
対
し
て
直
接
問
い
た
だ
し
た
か
。

三

二
で
、
問
い
た
だ
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
も
せ
ず
に
外
務
省
が
「
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
答
弁
を
な
ぜ
す
る

の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

二
で
、
問
い
た
だ
し
て
い
る
の
な
ら
、
「
職
員
」
は
ど
の
様
な
回
答
を
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
調
査
」
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
の
責
任
の
下
で
行
わ
れ
た
か
。

六

「
調
査
」
を
記
録
し
た
文
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

二



七

「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
、
「
平
成
八
年
八
月
、
支
援
委
員
会
を
通
じ
た
支
援
で
あ
る
択
捉
島
に
お
け
る
プ
レ
ハ
ブ
仮
設

レ
ン
ト
ゲ
ン
室
建
設
の
作
業
に
同
行
し
て
い
た
外
務
省
職
員
が
、
同
レ
ン
ト
ゲ
ン
室
建
設
作
業
員
の
要
望
を
受
け
て
釣
り
を

行
う
た
め
の
便
宜
を
図
っ
た
と
こ
ろ
、
事
後
的
に
『
中
央
ク
リ
ル
漁
業
資
源
監
督
局
』
が
発
給
し
た
『
許
可
証
』
を
一
方
的

に
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
「
便
宜
を

図
っ
た
」
と
は
、
具
体
的
に
「
職
員
」
が
ど
の
様
な
行
動
を
と
っ
た
こ
と
を
言
う
の
か
。
医
療
施
設
建
設
の
作
業
員
よ
り
釣

り
の
要
望
を
受
け
、
「
職
員
」
は
ど
の
様
な
行
動
を
と
り
、
作
業
員
が
釣
り
を
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
か
詳
細
に
説
明

さ
れ
た
い
。

八

七
の
答
弁
に
は
、
「
職
員
」
が
「
許
可
証
」
を
一
方
的
に
渡
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
際
「
職
員
」
は
ど
の
様
な
対
応
を

と
っ
た
か
。
「
許
可
証
」
を
突
き
返
す
等
の
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
の
か
。

九

八
で
、
「
許
可
証
」
を
突
き
返
す
等
の
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

十

一
方
的
に
渡
さ
れ
た
、
ま
た
は
「
職
員
」
が
能
動
的
に
そ
の
発
行
を
求
め
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
平
成
八
年
当
時
、
医

療
施
設
建
設
の
作
業
員
等
が
択
捉
島
に
お
い
て
、
「
許
可
証
」
を
受
け
、
つ
ま
り
ロ
シ
ア
当
局
の
許
可
を
受
け
る
形
で
釣
り

を
行
っ
た
こ
と
は
、
北
方
領
土
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
管
轄
権
に
服
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
外
務
省
の
見
解
如

三



何
。

十
一

本
年
一
月
二
十
七
日
、
国
後
島
へ
人
道
支
援
物
資
を
届
け
る
べ
く
根
室
港
を
出
港
し
た
支
援
物
資
船
が
、
ロ
シ
ア
当
局

か
ら
出
入
国
カ
ー
ド
（
以
下
、
「
出
入
国
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
「
出
入
国
カ
ー
ド
」
の
提
出
は
北

方
領
土
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
我
が
国
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
の
判
断
を
外
務
省
が

下
し
、
結
局
支
援
物
資
船
は
国
後
島
へ
の
上
陸
を
断
念
し
、
根
室
港
へ
引
き
返
し
た
と
い
う
一
幕
が
あ
っ
た
。
右
の
「
出
入

国
カ
ー
ド
」
の
提
出
と
「
許
可
証
」
の
受
け
取
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
北
方
領
土
交
渉
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
に
ど
の
様
な
影

響
を
及
ぼ
す
か
、
外
務
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


